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■対 象  次のすべてに該当する方 

① 初診日（障がいの原因となった病気やけがに
ついて、初めて医師の診療を受けた日）におい

て、次のいずれかに該当する。 

・ 国民年金に加入している。 
・ 国民年金に加入していた60歳以上65歳

未満の方で、日本国内に住所がある。 

② 障害認定日（初診日から１年６か月を過ぎた日、
または症状が固定した日）に、障害等級表に

定める1級または2級（障害者手帳の等級と

は異なります）の障がいの状態に該当する。 

③ 初診日の前日において、次のいずれかの納
付要件に該当する。 

・ 初診日のある月の前々月までの年金加入
期間のうち、３分の２以上の保険料納付済

期間（免除期間などを含む）がある。 

・ 初診日のある月の前々月までの直近の１
年間に保険料未納期間がない。（2026年

3月３１日までの特例措置） 

※ 20歳前に初診日がある場合 

障害認定日は一律に20歳の誕生日の前日

となります。また、納付要件は不要です。 

■支給方法 

偶数月の年6回。本人の金融機関口座に振込 

■年金額 （2022年4月1日現在） 

1級障害基礎年金 ９７６，１２５円 

2級障害基礎年金 ７８０，９００円 

・ 初診日が20歳前の方は、受給者本人の所得

が別に定める基準額を超えている場合には、

半額または全額が支給停止されます。 

・ 受給権者に生計を維持されている１８歳未満
の子（その子に障害等級１・２級の障がいがあ

る場合は２０歳未満）がいるときは、２人目ま

では224,７００円、３人目からは74,900円

が加算されます。 

■問い合わせ先 

国民健康保険課 国民年金係 （区役所本庁舎3階） 

電話 3463-1797  FAX 5458-4940 

 

 

厚生年金保険加入中に初診日のある病気やけがが原因で障がいが残った場合に受けられる年金です。 

区 分 対 象 

障害厚生

年金 

障害認定日（初診日から１年６か月を過ぎた日）

に、障害等級表に定める１～３級（障害者手帳

の等級とは異なります）のいずれかの障がいの

状態に該当する方。障害認定日に障がいの

状態が軽くても、その後重くなったときは、

障害厚生年金を受けられる場合があります。 

１級・ 

２級 

障害基礎年金を受給している方 

（障害基礎年金に上乗せする形で支給） 

３級 

障害基礎年金の支給対象外の方

（障害基礎年金に該当しない程度

の軽い障がいが残った場合） 

障害手当金 

（一時金） 

障がいの原因となった病気やけがが、初診日から５年以内に治り（症状が固定し）、 

治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い症状であって、 

障害等級表に定める障がいの状態に該当する方 

■年 金 額 被保険者期間、平均標準報酬月額、障がいの程度により金額が異なります。  

■問い合わせ先 日本年金機構 渋谷年金事務所 お客様相談室 

〒150-8334 神南1-12-1 電話 3462-1241 （自動音声に従って1番→2番を押してください） 

年 金 

障害基礎年金（国民年金） 

障害厚生年金・障害手当金（一時金） 
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■対 象  次のいずれかに該当する方 

① １９９１年(平成３年)３月以前の国民年金任

意加入対象であった学生 

② １９８６年(昭和６１年)３月以前に国民年金任

意加入対象であった厚生年金・共済年金等

の加入者の配偶者 

③ ①または②の方で、国民年金に任意加入し
ていなかった期間内に初診日があり、その

病気やけがで、現在、障害基礎年金1・2級相

当の障がいに該当する方 

※ ただし、65歳に達する日の前日までに当該

障がい状態に該当された方に限られます。 

■支 給 額 （2022年4月1日現在） 

1級障害基礎年金 月額 52,450円 

2級障害基礎年金 月額 41,960円 

※ 受給者本人の前年所得による支給制限があ
ります。 

※ 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給して
いる場合には、支給が制限されます。 

■問い合わせ先 

国民健康保険課 国民年金係 （区役所本庁舎3階） 

電話 3463-1797  FAX 5458-4940 

 

 

 

業務上の事由または通勤により、負傷、疾病、障

がいを負った方に対しての補償制度です。 

■対 象 

① 傷病(補償)年金 

療養の開始後１年６か月を経過しても負傷・疾病

が治っておらず、その負傷または疾病による障

がいの程度が傷病等級に該当する方 

② 障害(補償)給付 

負傷・疾病が治ったときに、身体に一定の障が

いが残った方 

■年 金 額 

障がいの等級により異なります。 

■問い合わせ先 

勤務先を管轄する労働基準監督署まで 

（参考） 渋谷労働基準監督署 

〒150-0041 神南1-3-5 

電話 3780-6507 

 

 

 

 

障がいのある方を扶養する保護者に万一のこと

があったとき、残された方の生活の安定のため

に、終身年金を支給します。 

■対 象  次のすべてに該当している方 

① 障がい者（注）の保護者であること。 
② 東京都内に住所があること。 
③ 加入年度の初日（４月１日）の年齢が65歳未満 

④ 特別な疾病や障がいがないこと。 
■掛 金 

月額（1口） 9,300円～23,300円 

1人につき2口まで加入できます。 

■年 金 額 

月額20,000円 （加入1口あたり） 

（注） 障がい者の範囲 

次のいずれかに該当する方で、将来独立自活する

ことが困難であると認められる方 

① 知的障がい者 

② 身体障害者手帳1～3級に該当する方 

③ 精神または身体に永続的な障がいがあり、その
程度が上記①・②と同程度と認められる方 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 給付係 

電話 3463-1924  FAX 5458-4935 

特別障害給付金（国の制度） 

傷病(補償)年金・障害(補償)給付（労働者災害補償保険） 

心身障害者扶養共済制度（都の制度） 


